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令和５年 第２回（５月） 筑紫野市議会臨時会 

【総務市民委員会 委員長報告】 

 

議案第３７号及び議案第３８号の２件について、審査の経過と結

果をご報告いたします。 

まず、『議案第３７号 筑紫野市税条例の一部を改正する条例の

制定』の件について、ご報告いたします。 

本件は、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されることに

伴い、特定小型原動機付自転車の税率が年額で、一律2,000円とな

るため、条例の一部を改正するものです。 

委員会では、７月１日施行となっているが、税額が変更になるの

はいつからか、との質疑があり、執行部からは、税額変更は令和６

年度からだが、道路交通法の改正が本年７月１日以降、区分の新設

に伴う申告が可能となる、との答弁がありました。 

また、一委員から、市内の電動キックボードの台数は何台か、と

の質疑があり、執行部からは、税法上の申請においては、原動機付

自転車の種別は排気量や出力による区分のみの把握であるため、電

動キックボードの台数の把握は行っていない、との答弁がありまし

た。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 
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次に、『議案第３８号 令和５年度筑紫野市一般会計暫定補正予

算（第１号）』の件について、審査の経過と結果をご報告いたしま

す。 

本件の主な内容は、電気・ガス・食料品などの物価高騰に対応す

るため、住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金支給事業や、子

育て世帯生活支援特別給付金支給事業、学校給食物価高騰対策事業

などを増額するものであり、歳入歳出それぞれ５億９，６８７万８

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７６億９，１８７万８千円

とするものです。 

委員会では、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に関し、対

象者と支給時期はいつになるのか、との質疑があり、執行部からは、

基本的にひとり親世帯については３月分の児童扶養手当受給者、ひ

とり親以外の世帯については令和４年度の同事業受給者が対象で

あり、ともに５月２５日の支給を目指している、との答弁がありま

した。 

また、一委員から、学校給食物価高騰対策事業に関し、保護者に

対して補助を行うという考えでよいのか、との質疑があり、執行部

からは市の学校給食会に対して助成を行うものであるが、食材費の

補助を行うことで結果的には保護者負担の軽減につながると考え

ている、との答弁がありました。 

また、一委員から、今後の支援策の予定は、との質疑があり、執

行部からは、市を取り巻く環境、物価状況、国県の動向を踏まえ、

必要に応じ適切な時期に提案させていただく予定である、との答弁
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がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

 

 

 


